
【議案】
・第１号 会長及び副会長の選出について
・第２号 部会員の指名について

北海道建設部まちづくり局

都市計画課景観係

第49回 北海道景観審議会
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議案第１号 会長及び副会長の選出について

北海道景観審議会の会長及び副会長は、北海道
景観条例第34条第２項の規定に基づき、委員の互
選によって選出することしています。

【職務】

・会 長 審議会を代表し、会務を総理する。

・副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理

する。

○北海道景観条例
（会長及び副会長）
第34条 審議会に会長及び副会長を置く。
２ 会長及び副会長は、委員が互選する。
３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
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議案第２号 部会員の指名について

北海道景観条例第36条に基づき、次の部会を設置
しており、令和２年(2020年)７月の委員の改選に伴
い、部会に属すべき委員を会長が新たに指名します。

・審査部会

・景観行政と関連施策との連携に関する特別部会

※ 部会員は、「北海道景観審議会の部会の設置及び
運営に関する要領」の第３条に基づき、５人以上７
人以下で組織する。
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１「審査部会」について

(1)概 要

道は、景観形成基準に適合しない行為に対して、景観法に基づ
く勧告又は命令をしようとするときは、北海道景観条例第24条の
規定に基づき、審議会の意見を聴くこととしており、これら勧告
又は命令に係る審議を迅速に行うため、景観条例第36条及び北海
道景観審議会の部会の設置及び運営に関する要領に基づき審査部
会を設置しています。

(2)所掌事項

審査部会は次の事項について審議し、審査部会の審議結果を景
観条例第24条に規定する審議会の意見として取り扱う。

なお、国又は地方公共団体との協議については、審議会への意
見聴取を必要としない。

・法第16条第３項の規定による勧告に関する事項

・法第17条第１項の規定による変更命令に関する事項

・法第17条第５項の規定による原状回復命令に関する事項
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２「景観行政と関連施策との連携に関する
特別部会」について

(1)概 要

｢北海道景観形成ビジョン｣の重点的な取組とした｢基本方針１
関連施策等との連携によりめざす良好な景観づくり｣に基づく関
係部局の施策との連携に関する取組方法等について、調査及び検
討を行うため、北海道景観条例第36条及び北海道景観審議会の部
会の設置及び運営に関する要領に基づき特別部会を設置していま
す。

(2)所掌事項

特別部会は、景観形成と庁内における関係施策との連携強化を
図るため、連携に関する取組方法等について、調査及び検討を行
う。

※「北海道景観形成ビジョン」とは

・目的 北海道景観条例第7条に基づき、「良好な景観」を形成す

るための施策を総合的かつ計画的に推進するために策定

・経過 平成21年(2009年)３月 策 定

平成31年(2019年)３月 見直し
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【北海道景観条例】
（勧告又は変更命令等の手続）
第24条 知事は、法第16条第３項の規定による勧告をしようとするとき、又は法第17
条第１項若しくは第５項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらか
じめ、北海道景観審議会の意見を聴かなければならない。

（部会）
第36条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
２ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
３ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

【北海道景観審議会の部会の設置及び運営に関する要領】
（部会の区分）
第２条 部会は、審査部会及び特別部会とする。
２ 審査部会は、北海道景観条例(以下「条例」という。)第24条の規定による知事の
意見聴取に係る事項を審議する。

３ 特別部会は、次の事項を所掌する。
一 条例第31条第１項第１号に定める事項のうち、審議会から付議された専門的事
項を調査審議する。

二 その他会長が必要と認めた事項を調査検討する。
４ 特別部会は、会長が特に必要と認めた場合に設置する。
（組織）
第３条 部会は、部会員(部会長を含む。以下同じ。)５人以上７人以下で組織する。
（審査部会の審議結果の特例）
第８条 審議会は、条例第24条に係る事案については、審査部会の審議結果をもって、
審議会の意見とする。
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